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公立大学法人都留文科大学 

第1期中期目標期間における中間評価実施要領 

 

１ 評価の目的 

公立大学法人都留文科大学（以下「法人」という。）が行った現行の中期目標期間の

経過年度の中期目標の達成状況についての総合的な自己点検・自己評価に対し、都留市

公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）が、中期目標の中間評価を行

うことにより、中期目標の達成に向けて、課題を明らかにし、法人が中期目標を達成し

ていくための方策を検討していくことや、都留市及び法人が次期中期目標及び次期中期

計画の検討に資することを目的とする。 

 

２ 評価の基準日 

中間評価は、中期目標期間の５年間が終了した日を基準日として行う。 

 

３ 評価の基本方針 

(1) 中期目標の達成に向けた中期計画の実施状況と課題を確認する観点から行うとと

もに、次期中期目標及び次期中期計画への反映を視野に入れて行うものとする。 

(2) 法人の継続的な改善・質的向上に資するものとする。 

(3) 法人の事業の取組状況をわかりやすく示し、社会・地域への説明責任を果たすもの

とする。 

(4) 法人の自己点検・評価に基づいた評価を行うことを基本とする。 

(5) 評価は、中期目標の基本目標である「教育界を中心に、地域社会はもとより、国家、

国際社会に至るまでの様々な分野で活躍できる人材の育成」、「『教育首都つる』

の核としての地域貢献」及び「柔軟で機動力のある大学経営の推進」を実現してい

くための成果について法人から提出された中間評価業務実績報告書の記載内容、指

標の分析等により、アウトカム評価を行うことを基本とする。 

ただし、研究内容については、その特性に配慮し、専門的な観点からの評価は行

わず、事業の外形的・客観的な進捗状況を確認することを基本とする。 

 

４ 評価に当たっての留意事項 

(1) 大学の教育研究の特性や大学運営の自主性・自立性に配慮する。 

(2) 評価に関する作業が法人の過重な負担にならないように留意する。 

 

５ 評価の実施方法 

(1) 中間評価は、「項目別評価」及び「全体評価」により行う。 

(2) 項目別評価は、中期計画の「Ⅳ 基本目標の推進」に掲げる事項（大項目）の進捗

状況の評価を行う。 

① 教育の質の向上 

② 研究の質の向上 

③ 地域社会への貢献 

④ 業務運営体制の改善及び効率化 

⑤ 財務内容の改善 

⑥ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供 

⑦ その他業務運営 
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(3) 全体評価は、項目別評価の結果等を踏まえ、中期計画の進捗状況全体について、総

合的に評価を行う。 

 

６ 評価の手法 

「公立大学法人都留文科大学の業務の実績に関する評価の実施要領（平成２２年１月

２７日評価委員会決定）」（以下「業務実績に関する実施要領」という。）の中期目標

期間評価に準じて評価を行う。 

 (1) 評価項目 

    業務実績に関する実施要領別表第２のうち、大項目評価及び全体評価とする。 

 (2) 評価基準及びその判断の目安 

    業務実績に関する実施要領別表第４のうち、大項目評価及び全体評価とする。 

 (3) 評価の方法 

ア 大項目評価 

大項目評価は、最小項目別評価を総括し、中期計画の大項目ごとに当該中期目標

期間の法人の業務運営における特徴的な事項、長所、問題点等に関し、評価の目的

を達成するため、説明を付すことが適当と判断した事項、特記することが適当と判

断した事項等について記載する。 

イ 全体評価 

全体評価は、中期計画全体の進捗状況の評価及び次期中期目標、次期中期計画の

策定の視点等について記述式により評価を行う。 

 (4) 評価の手順 

業務実績に関する実施要領に定めるとおりとする。 

ア 法人の自己評価の実施、業務実績報告書の提出 

法人は、業務運営にかかる自己評価の実施方針に定める評価の方法に基づき自

己評価を行い、その結果を業務実績報告書（実施要領別記様式第２号）として取

りまとめ、評価委員会に提出する。 

イ 評価委員会による検証 

評価委員会は、法人から提出された書類の審査、必要に応じ法人関係者からの

ヒアリング等を行い、法人の自己評価結果の妥当性を検証する。なお、評価委員

会が法人に対し追加資料の提出を依頼する場合は、どの項目の判断材料とし、ど

のような趣旨で必要なのかを明らかにして行うものとし、評価に必要不可欠なも

のに限定する。 

ウ 評価結果書原案の作成、法人への提示 

評価委員会は、検証結果に基づいて、評価結果書（実施要領別記様式第４号）

の原案を作成し、法人に提示することができる。 

エ 評価結果書原案に対する法人の意見の申出 

法人は、評価書原案に対して意見がある場合、書面により評価委員会に申し出

ることができる。 

   オ 評価書の確定 

法人から意見の申し出があったときは、評価委員会は、法人関係者の説明を受

けて、当該意見の適否を審議し、必要に応じ評価結果書原案に修正を加え、評価

書を確定させる。 

法人から意見の申し出がなかったときは、評価書原案は、評価書として確定す

る。 
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７ 評価のスケジュール 

(1) ６月中    ：法人から中間評価業務実績報告書提出 

(2) ７月～８月下旬：評価委員会における中間評価業務実績報告書の調査・分析、法人

からのヒアリング、評価案決定、評価案に対する法人からの意見

申立機会の付与、評価決定 

(3) ９月     ：評価結果の法人及び市長への報告 

 

 

 

の取組や成果を以下の視点で記述式により評価を行う。 

・４年間の実績のうち注目される主な取組 

・中期計画の達成に向け、今後取組の強化を期待する事項 

・次期中期目標及び次期中期計画の策定に向けた意見 
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別表第２  中期目標期間評価における評価項目（要領第４－２(2)関係） 

区  分 評 価 項 目 

最小単位別評価 中期計画のⅣ基本計画の推進内の最小項目に記載されている事

項ごとの中期計画の達成状況 

大 項 目 別 評 価 次の 7つの大項目ごとの中期目標の達成状況 

① 教育の質の向上に関する事項 

② 研究の質の向上に関する事項 

③ 地域社会への貢献に関する事項 

④ 業務運営体制の改善及び効率化に関する事項 

⑤ 財務内容の改善に関する事項 

⑥ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する事項 

⑦ その他業務運営に関する重要事項 

全 体 評 価 中期目標全体の達成状況 

備考 

１ 中期目標期間評価は、最小単位別評価の結果を基に、大項目別評価、全体評価の結

果を順次導くことを基本とする。 

２ 中期計画ⅤからⅧに係る項目（予算、収支、資金計画、財務に関する事項）の実績

については、財務内容の改善に関する事項に係る中期目標の達成状況等を評定する際

の参考資料とし、最小単位別評価における評価項目としない。 

 

 

別表第４ 中期目標期間評価における評価基準及びその判断の目安 

区    分 評価基準及びその判断の目安 

最小単位別評価 評価基準 判断の目安 

評 言 
評

点 

数値目標を掲げる中

期計画にあっては、そ

の達成状況が次の区

分のいずれに該当す

るかどうかによる（小

数点以下第１位四捨

五入）。 

制度、仕組みの整備を

目標に掲げる中期計

画にあっては、その達

成状況が次の区分の

いずれに該当するか

どうかによる。 

中期計画を十

二分に達成で

きる見込み 

５ 
達成度が 120％以上で

あるとき 

制度、仕組みが整備さ

れ、当該制度、仕組み

が他大学の模範とな

るような優れた機能

を発揮しているとき 

中期計画を十

分達成できる

見込み 

４ 
達成度が 100％以上

120％未満であるとき 

制度、仕組みが整備さ

れ実際に機能を発揮

しているとき 

中期計画を概

ね達成できる
３ 

達成度が 90％以上

100％未満であるとき 

制度、仕組みが整備さ

れているとき 
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見込み 

中期計画はや

や未達成な見

込み 

２ 
達成度が 70％以上

90％未満であるとき 

制度、仕組みの整備に

関する検討段階であ

るとき 

中期計画は未

達成な見込み 
１ 

達成度が 70％未満で

あるとき 

制度、仕組みの整備に

関する取組が行われ

ていないとき 

大 項 目 別 評 価 評価基準 判断の目安 

評 言 
評

価 

当該大項目に係る最小単位別評価の評点の平

均値が次の区分のいずれに該当するかどうか

による（小数点以下第２位四捨五入）。 

中期目標を十

二分に達成で

きる見込み 

ｓ ４．３以上 

中期目標を十

分達成できる

見込み 

ａ ３．５以上４．２以下 

中期目標を概

ね達成できる

見込み 

ｂ ２．７以上３．４以下 

中期目標はや

や未達成な見

込み 

ｃ １．９以上２．６以下 

中期目標は未

達成な見込み 
ｄ １．８以下 

全 体 評 価 評価基準 判断の目安 

評 言 
評

価 

各大項目に係る最小単位別評価の評点の平均

値に当該大項目のウエイトを乗じて得た数値

の合計値が次の区分のいずれに該当するかど

うかによる（小数点以下第２位四捨五入）。 

中期目標を十

二分に達成で

きる見込み 

Ｓ ４．３以上 

中期目標を十

分達成できる

見込み 

Ａ ３．５以上４．２以下 

中期目標を概

ね達成できる

見込み 

Ｂ ２．７以上３．４以下 

中期目標はや

や未達成な見

込み 

Ｃ １．９以上２．６以下 

中期目標は未 Ｄ １．８以下 
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達成な見込み 

備考 

１  最小単位別評価における判断の目安 

(1)中期計画が掲げる数値目標が「○○率１００％」であるなど、当該目標の性質上、

達成度が目標を超える余地がない場合には、「達成度が１００％である見込みのと

きを５」、「達成度が９５％以上１００％未満である見込みのときを４」、「達成

度が９０％以上９５％未満である見込みのときを３」、「達成度が７０％以上９０％

未満である見込みのときを２」、「達成度が７０％未満である見込みのときを１」

とする。 

(2)中期計画が「○○について検討する（取り組む）」ことを内容とするものである場

合には、「当該検討の結果、他大学の模範となるような優れた効果、効用が発生す

る見込みのときを５」、「当該検討の結果、何らかの効果、効用が発生する見込み

のときを４」、「当該検討の結果、期待する結果を得る見込みのときを３」、「期

待する結果を得るに至らず引き続き検討段階である見込みのときを２」、「取組み

なしを１」とする。 

２  大項目別評価における判断の目安 

(1)一の大項目内において最小項目記載事項の再掲がある場合、再掲した最小項目記載

事項に係る評点は平均値算定の対象から除く（二重計上はしない）。 

(2)当該大項目に係る最小単位別評価の評価項目の数のうち３以上の評定をした評価

項目の数が占める割合が９０％に満たない場合は、一段階下位の評定をすることが

できる。 

(3)評定に当たっては、当該大項目に係る最小単位別評価の評点の平均値をもとに大項

目全体を平均的に判断するばかりでなく、必要に応じ、重要な意義を有する事項や

優れた取組がなされている事項その他法人を取り巻く諸事情を考慮することができ

る。 

３  全体評価における判断の目安 

(1)判断の目安となる値の算定に用いる大項目のウエイトは原則として次のとおりと

する。 

①教育の質の向上に関する事項 ０．２０ 

②研究の質の向上に関する事項 ０．２０ 

③地域社会への貢献に関する事項 ０．１０ 

④業務運営の改善及び効率化に関する事項 ０．２０ 

⑤財務内容の改善に関する事項 ０．２０ 

⑥自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する事項 ０．０５ 

⑦その他業務運営に関する重要事項 ０．０５ 

(2)各大項目に係る最小単位別評価の評価項目の数のうち３以上の評定をした評価項

目の数が占める割合（％）に(1)のウエイトをそれぞれ乗じて得た数値の合計値が９

０％に満たない場合は、一段階下位の評定をすることができる。 

(3)評定に当たっては、全体評価における判断の目安に用いる数値をもとに平均的に判

断するばかりでなく、必要に応じ、重要な意義を有する事項や優れた取組がなされ

ている事項その他法人を取り巻く諸事情を考慮することができる。 

(4)評価結果の確定の日までに、経常損失の発生や学部全体の入学者の数が入学定員に

満たなかった場合等の「主要な経営指標の悪化」、学校教育法第１５条に規定する

文部科学大臣の勧告がなされる等の「法令に違反する重大な事実の発生」など、法
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人の財政状態や運営状況に関し今後の業務の適正かつ確実な実施に当たり特に重要

な影響を及ぼす事象が発生したときは、その理由、背景、影響の度合いその他の事

情を総合的に考慮した上でＣ又はＤの評定をすることができる。認証評価において

重大な事項が多数指摘された場合も同様とする。 

別記様式第４号 

 

公立大学法人都留市立大学法人の第１期中期目標に係る業務の実績に関する中間評価結果 

 

Ⅰ  評価実施の根拠法 

 

Ⅱ  評価の対象 

 

Ⅲ  評価の目的 

 

Ⅳ  評価者（評価委員会委員名簿） 

 

Ⅴ  評価を実施した時期 

 

Ⅵ  評価方法の概要 

 

Ⅶ  評価の結果 

1 総合的な評定 

 

2 評価概要 

（1）全体的な状況 

 

（2） 大項目ごとの状況 

① 教育の質の向上に関する事項 

② 研究の質の向上に関する事項 

③ 地域社会への貢献に関する事項 

④ 業務運営体制の改善及び効率化に関する事項 

⑤ 財務内容の改善に関する事項 

⑥ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する事項 

⑦ その他業務運営に関する重要事項 

 

3 従前の評価結果等の法人の業務運営への活用状況 

 

4 法人による自己評価結果と異なる評価を行った事項 

Ⅷ  法人に対する勧告 

Ⅸ  法人からの意見の申し出とその対応 

Ⅹ  項目別評価結果総括表 

（別表のとおり） 

 

注１：「７ 評価の結果 (1)総合的な評定」欄には、全体評価に係る評定及びその理由 

を記載する。 
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注２：「７ 評価の結果 (2)概況」欄には、当該中期目標期間の法人の業務運営におけ 

る特徴的な事項、長所、問題点等に関し、評価の目的を達成するため、説明を付 

すことが適当と判断した事項、特記することが適当と判断した事項等について記 

載する。 

注３：「法人に対する勧告」は、法人に対し必要な措置を求める必要があると判断した 

事項について記載する。 


